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被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続により取得し、被相続人居住用家屋の

敷地等を譲渡した場合（用途上不可分の関係にある２以上の建築物がある場合） 

 ※１ 被相続人居住用家屋（母屋）及び離れについては、その全部の取壊しをしている。 

 ※２ 土地、建物等の取得価額は不明である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。 

 

 

 

 

《譲渡所得の内訳書 １面》 

 

《譲渡所得の内訳書 ２面》 

 

１ 被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る譲渡価額等 

 ・「譲渡価額」 30,000,000円        ・「取得費」 譲渡価額の５％（概算取得費控除の特例） 

・「譲渡費用（取壊し費用）」 2,500,000円  ・「譲渡費用（仲介手数料）」 1,056,000円  

・「譲渡費用（収入印紙代）」 10,000円 

２ 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の相続の開始の日以後における状況 

  

 

【記載例２】 

この特例の適用を受けようとする場合

は、「５面」の提出が必要になりますので、

「１面」（左下部）の      に「○」

を付します。 

○市××町△△１－54 

○市××町△△１－２－３ 

R3  8   9 

R3  9  10 

△市□□町××６－７－８ 

㈱○○土地開発 
30,000,000 

300.00 

290.00 

いずれも取壊し 
母屋 

（200㎡） 

 

譲渡 
離れ 

（50㎡） 300㎡ 

相続の時から譲渡

の時まで未利用 

✓ 

✓ 

 「確定申告書等作成コーナー」で申告書等を作成すると、税額などが自動計算され便利です。 
この記載例のケースについても、「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って金額などを入

力することで、申告書を作成することができます（注）。 
（注）「確定申告書等作成コーナー」で譲渡所得の内訳書を作成することはできませんが、手書き等で譲渡所得の内訳

書を作成し、「確定申告書等作成コーナー」の「計算結果入力」からその計算結果を入力すれば、申告書を作成す

ることができます。 

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
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《譲渡所得の内訳書 ３面》 

 

令和元年相続    30,000,000×0.05 1,500,000 

1,500,000 

1,500,000 

○市△△町××３－４－５ ××不動産㈱ 

10,000 

1,056,000 

取壊し費用 2,500,000 

3,566,000 

35  3項 30,000,000 5,066,000 24,934,000 19,947,200 4,986,800 

○市××町××５－６－７ △△建設㈱ R3   7  24 

R3   9  10 

 その土地が用

途上不可分の関

係にある２以上

の建築物のある

一団の土地であ

った場合（５面

の「７」⑵の建

築物がある場

合）には、５面

（裏面）の【計

算過程等】で計

算した内容を転

記します。 

○申告書第三表の「特例適用条文」欄の記載方法 

 

 

 

３５          ３ 
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《譲渡所得の内訳書 ５面（表面）》 

 

 

 

 

 

 

３ △市△△町○○１－３－５ 

国税 一郎 
コクゼイ イチロウ 

○○○－×××－△△△ 

国税 太郎 
コクゼイ  タロウ 

R元  10  10 

○市××町△△１－２－３ 

 
S54     10    R元     10 

被相続人の氏名、

死亡年月日等を記

載します。 

「被相続人居住

用家屋」及び「被

相続人居住用家屋

の敷地の用に供さ

れていた土地等」

について、その所

在地、床面積・面

積を相続の開始の

直前の状況に基づ

いて記載します。 

また、あなたが

相続等により取得

した持分とそれ以

外により取得した

持分を記載しま

す。 

 なお、これらの

家屋等について

は、被相続人が有

していたものに限

らず、その全てを

記載します。 

 あなた以外の居

住用家屋取得相続

人（被相続人居住用

家屋又はその敷地

等を相続等により

取得した相続人）が

いる場合又はあな

たが適用前譲渡を

している場合に記

載します。 

※ 詳しくは「記載

例１」をご覧くだ

さい。 

 相続の開始の直前において、その土地が用途上不可分の関係にある２以上の建築物のある一団の土地であった

場合に記載します。この事例では、母屋と用途上不可分の関係にある離れがありますので、この事例においては、

次のとおり記載します。 

① 「一団の土地の面積」欄（ⓑ）には、母屋と離れのある一団の土地の面積（300 ㎡）を記載し、「一団の・・・

部分の面積」欄（ⓒ）には、一団の土地の面積のうち、被相続人から相続により取得し、譲渡した部分の面

積（300㎡（譲渡した部分の面積）×1/1（相続により取得した持分）＝300㎡）を記載します。 

② 「被相続人居住用家屋・・・床面積」欄には、相続の開始の直前における被相続人居住用家屋以外の建築

物（離れ）の床面積（50㎡）を記載の上、床面積の合計（ⓓ）（50 ㎡）を記載します。 

③ 「上記の建築物の所有者」欄には、譲渡の時における被相続人居住用家屋以外の建築物（離れ）の所有者

を記載します。なお、その建築物の取壊し等をしている場合には、その取壊し等前の所有者を記載します。 

 

300.00 300.00 

50.00 50.00 

コクゼイ  イチロウ 

△市△△町○○１－３－５ 

 

国税 一郎 

240.00 

○市××町△△１－54      

○市××町△△１－54      300.00 

200.00 
1 

 

1 

 1 

 
1 
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《譲渡所得の内訳書 ５面（裏面）》 

 

 

300.00㎡ 

道 路 

 

母屋 

200.00㎡ 離れ 

50.00㎡ 

30,000,000 

24,934,000 

30,000,000 

3,566,000 

24,934,000 

19,947,200 4,986,800 

19,947,200 

⑤ 被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分の按分後の額の計算  
 

24,934,000円（④）× 
240.00㎡（５面の「７」⑵の計算結果） 

＝19,947,200円（特例対象） 
300.00㎡（譲渡した一団の土地の面積） 

 24,934,000円－19,947,200円＝4,986,800円（特例対象外） 

 その土地が用途上不可分の関係にある２以上の建築物のある一団の土地であった場合（５面の「７」⑵

の建築物がある場合）に、これらの建築物（この事例では母屋と離れ）の位置関係等を図で記載します。 

 その土地が用途

上不可分の関係に

ある２以上の建築

物のある一団の土

地であった場合（５

面の「７」⑵の建築

物がある場合）に、

特例の対象となる

部分とそれ以外の

部分を計算するた

めに使用し、「合計」

欄の①～⑥の金額

を、３面の「４」の

Ａ～Ｄにそれぞれ

転記します。 

 なお、「（その他）」

欄には、「内訳」に

記載しきれない計

算過程等を適宜記

載します。 

1,500,000 

3,566,000 

1,500,000 

19,947,200 


